
都市計画変更に関する説明会（特別用途地区）

浜松市 都市整備部 都市計画課

西行政センター︓令和８年５月２１日（木）午後７時００分〜

北行政センター︓令和８年５月２８日（木）午後７時００分〜

南行政センター︓令和８年６月４日（木）午後７時００分〜

花川運動公園︓令和８年６月１１日（木）午後７時００分〜

都田協働センター︓令和８年６月１８日（木）午後７時００分〜

浜名区役所︓令和８年６月２５日（木）午後７時００分〜
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説明内容

２現状・目的
土地利用の現状

都市計画変更をする目的
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1 用語解説
用途地域とは？

特別用途地区とは？

３特別用途地区の変更

区域図（全体）

位置図（都田地区）
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何が変わるのか？

建築物等の用途の制限

適用除外について

４今後のスケジュール 都市計画変更手続きと条例改正
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用語解説

用途地域とは？

土地の利用の目的に応じて13種類に分かれた地域のことです。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

地域ごとに建築できる建物用
途や大きさ等を制限
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工場のための地域。

どんな工場でも建てること
ができますが、住宅、物販
店舗、学校、病院、ホテル
などは建てることができま
せん。



目指すべき都市を実現するための都
市計画手法の1つです。
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用語解説

特別用途地区とは？

用途地域が指定されている区域に重
ねて指定することによって、用途地
域の制限を補完し、さらに制限を加
えたり、緩めたりすることができま
す。

その地域の特性に合ったルールを定
めることにより、将来目指すべき都
市の実現を図ります。 用途地域

特別用途地区
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現状・目的

土地利用の現状

特定の工業の利便増進を図り、又はその利便の増進を図りつつこれと調和した住居等の環
境の保護を図るため、特定業種の工場等に係る用途制限の強化及び緩和、並びに建築物の
構造等の制限を行う地区として緩和型の特別用途地区を若林町・東若林町(昭和４９年４月
１日)と阿蔵・南鹿島(平成１９年１１月１日)に指定している。

水辺空間を活かした、うるおいある豊かな居住環境と浜名湖総合振興計画観光・レクリ
エーションゾーンとの調和ある環境の形成を図るため緩和型の特別用途地区を弁天島(平成
８年４月３０日)に指定している。

特別工業地区

娯楽・レクリエーション地区

中心市街地のにぎわいや活性化を促し、都市商業・業務機能の回復・強化を図るなど、都
市の将来像を実現するために準工業地域全てについて、都市構造に影響を与える大規模集
客施設の立地を制限するものとして指定している。(平成１９年１１月１日)

大規模集客制限地区

特別用途地区の指定状況（令和8年4月時点）
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現状・目的

土地利用の現状

特別用途地区の指定状況と予定地区

工業専用地域+第一種工業保全地区
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都田地区



現状

現状・目的

都市計画変更をする目的

将来

工業専用地域において、商業施設など工業系以外の用途が後から立地し、
混在することによって、工場の操業環境の悪化が懸念されています。
特別用途地区を指定し、工業用地を確保・保全することによって企業の市
外への移転・流出を防ぎ、雇用機会を創出する等、ものづくり産業の維
持・向上を図ります。
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特別用途地区の変更

区域図（全体）
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①上島第一種
工業保全地区

②尾野第一種
工業保全地区

③都田第一種
工業保全地区

④井伊谷第一種
工業保全地区

⑤祝田第一種
工業保全地区

⑥和地第一種
工業保全地区

⑦大久保第一種
工業保全地区

⑧鉄工団地第一
種工業保全地区



都田地区

特別用途地区の変更

位置図
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都田地区

9資料２

サーラ音楽ホール

浜北西高等学校都田テクノロード

都田総合公園

第一都田

第二都田

第三都田



特別用途地区の変更

何が変わるのか？

今後、工業専用地域では規模の大きい集客施設が建築できなくなります。
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特別用途地区の変更
建築物等の用途の制限

特別用途地区を指定することに

よって建築に制限がかかる用途
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特別用途地区の変更

適用除外について

建築時点の法令では合法だったものの、特別用途地区の変更により基準
に合わなくなった建築物（既存不適格建築物）について、従前のまま使
い続ける場合は変更後の基準の適用を除外するもの。

対象項目：建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、

既存不適格の状態にある建築物を増築したり大規模な修繕・模様替え等
を行う場合は、変更後の基準へ適合させることが必要となる。

12



今後のスケジュール

都市計画変更手続きと条例改正
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説明は以上になります。

ご清聴ありがとうございました。

【問い合わせ先】
浜松市 都市整備部 都市計画課
TEL 053-457-2371／FAX 050-3737-6815
E-mail toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

本日の説明会資料はホーム
ページにも公開（来週月曜日
以降）しますのでご覧くださ
い。

【市ホームページ】
検索

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
toshikei/tokubetuyouto/setumeikai1.html

浜松市 特別用途地区
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